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バス事業についてバス事業について



道路運送法の事業区分
規則第３条の３

法第２条 輸送の対象

緑（青）ナンバー 有償

法第３条

一般乗合旅客自動車運送事業

乗合旅客を運送、乗車定員の限定なし

乗合バス

旅客自動車
運送事業

事業用
（旅客）

一般（誰でも運送）

路線定期運行

路線不定期運行

路線バス

不定期バス

一般貸切旅客自動車運送事業

一個の契約による貸切、１１人以上の車両

貸切バス

〔運送契約による運用〕
市町村借り上げによる

デマンドバス

区域運行

一般乗用旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業

一個の契約による貸切、１０人以下の車両

特定（特定の者に限る）

タクシー

市町村借り上げによる
無料バス・タクシー

自動車による輸送

スクールバス、従業員送迎バスなど

特定の者の契約により一定の範囲を運送
特定（特定の者に限る）

自家用 無償 規制対象外
〔車両の運用〕

市町村の車両による
無償住民輸送

白ナンバー

法第７８条

規則第４９条第１号

規則第４９条第１号

市町村自らが運送：
市町村運営有償運送

交通空白輸送：
地域の住民等を輸送

無償住民輸送

を輸送

法第７８条

協議機関：地域公共交通会議

規則第 ９条第 号

規則第４９条第２号

市町村福祉輸送：
移動制約者の会員を輸送

過疎地有償運送：
過疎地の会員を輸送

※有償での運送が認められるのは、運送事業
者が対応できない場合で、協議会により関係
者の合意があったときに限られる。

有償※ 登録対象

は、法令上の制度ではなく、運用上の対応 協議機関：運営協議会 福祉有償運送：
移動制約者の会員を輸送

ＮＰＯ等が運送
規則第４９条第３号
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区域運行のイメージ

1．営業区域間の運送の例　（発車時刻又は到着時刻を設定）
【原則】

○営業区域は、地区単位で設定

区域運行のイメ ジ

営 、 設定

○営業区域には営業所を設置

○営業所がない隣接区域を認める

○主要な経路として「基軸経路」を定める

○運送の区間は営業所 経由地 営業所

Ｂ：公民館

Ａ営業区域
〔地区単位（大字等）〕

営業所
営業区域外は
途中乗降不可

○運送の区間は営業所～経由地～営業所

発車時刻
（営業所発時刻）

Ｂ営業区域

途中乗降不可

基軸経路（Ｂ～Ｃ）
（運行する道路）A:任意の乗車場所

営業 意

〔地区単位（大字等）〕

Ｃ：病院

営業区域内は任意の
地点で乗降可能 営業所

降車地点（任意）

運送の区間（営業所～営業所)
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コミュニティバスの定義ミ ティ の定義

コミュニティバスとは、交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、
以下の方法により運行するものをいいます。

（１）一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行なう乗合バス（乗合タクシーを含む）
（２）市町村自らが自家用有償旅客運送者の登録を受けて行なう市町村運営有償運送

道路運送法との関係

運行主体
・一般乗合旅客自動車運送事業者とは道路運送法第4条により許可を受けた者
・自家用有償旅客運送者とは道路運送法第79条の３により登録を受けた者

導入（運行）に際しては、運行主体が道路運送法に基づく許認可等の手続きが必要になります。
・運行主体が必ずしも道路運送法に精通しているわけではありません。
・市町村においても担当セクションが、コミュニティバスの導入計画段階から、手続きについて
検討しておくことが必要になります。
・スムーズに導入が図られるよう市町村と運輸支局との連携が重要になります。

※近年 様々な交付金や補助金によるコミュニティィバスの試験運行の検討などが見受けられ※近年、様々な交付金や補助金によるコミュニティィバスの試験運行の検討などが見受けられ
ますが、いざ、運行という段階で、運行できなくなることがあります。
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デマンド交通についてデマンド交通について



デマンド交通とは

デマンド交通システムの選定概 念

全国で
約70程度
導入

電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う
公共交通の一形態

デマンド交通システムの選定

ＰＣでデータ管理 配車情報 ＰＣを活用せず

概 念

ＩＴ活用型※ 非ＩＴ型

導入

まとまった需要がある場合

交通手段の選択

ＰＣでデータ管理、配車情報

通信、運行計画作成などを
実施

ＰＣを活用せず、
タクシー無線での配車等
を実施

需要が分散している場合

定時定路線のバスが適する デマンド交通が適する
需要（利用人数）が 需要（利用人数）が

◆ ＩＴ活用型が適する ◆ 非ＩＴ型が適する

＜需 要＞

需要に応じた運行が可能だが
予約が必要

決まった時刻にバス停に
行けばバスに乗れる

◆路線バス・コミュニティバス ◆デマンド交通

＜登録者数＞

需要（利用人数）が
多い場合 少ない場合

電話予約

予約が必要行けばバスに乗れる ＜登録者数＞

登録者数が多い場合 利用者登録を必要と
しない あるいは登録

◆ ＩＴ活用型が適する ◆ 非ＩＴ型が適する

送迎

電話予約 しない、あるいは登録
者数が少ない場合

※ ＩＴ活用型は、車両とオペレータセンターとの間の通信の有無や
個別サーバーか共用サーバーか等によってさらに分類される。

（出典：国土交通省資料）
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■年間運行経費について

九州管内におけるデマンド型運行の現状

３４．９％ ３２．６％ ９．３％ １１．６％１１．６％

■１００万円以上～２００万円未満 ■２００万円以上～５００万円未満■１００万円未満

■年間運行経費のうち人件費が占める割合

■１，０００万円以上■５００万円以上～１，０００万円未満 ※市町村数（４３）

３３．３％ １１．１％ ４４．４％１１．１％

■５０％以上～６０％未満 ■６０％以上～７０％未満 ■７０％以上■５０％未満 ※市町村数（９）

■年間運行経費のうち燃料費・減価償却費・車両賃料・システム経費が占める割合

３０．０％ ２０．０％ ２０．０％３０．０％

■１０％以上～２０％未満 ■２０％以上～３０％未満 ■３０％以上■１０％未満

■年間運賃収入について
２．４％

※市町村数（１０）

１６．７％ １９．０％ １６．７％ １６．７％１９．０％

■１０万円以上～２０万円未満 ■２０万円以上～５０万円未満 ■５０万円以上～１００万円未満■１０万円未満

９．５％

■１００万円以上～２００万円未満 ■２００万円以上～５００万円未満 ■５００万円以上～

※１ 全て一路線当たりの数値

※市町村数（４２）

（出典：国土交通省資料）

※２ 市町村数はアンケート調査による有効回答件数による ※２４年３月時点
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■年間運行経費のうち年間運賃収入が占める割合について（収支率）

九州管内におけるデマンド運行の現状

■年間運行経費のうち年間運賃収入が占める割合について（収支率）

９．８％ ３６．６％ １７．１％ ２．４％３４．１％

■１０％以上～２０％未満 ■２０％以上～３０％未満■１０％未満

■平成２２年度年間乗車人員について（一路線あたり）

■１０％以上 ２０％未満 ■２０％以上 ３０％未満

■５０％以上～１００％未満■３０％以上～５０％未満

■１０％未満

２ ３％

※市町村数（４１）

■５００人以上～１，０００人未満 ■１，０００人以上～２，０００人未満■５００人未満

３１．８％ １１．４％ ２２．７％２０．５％ ６．８％

２．３％

４．５％

■５０，０００人以上～１０，０００人未満■２，０００人以上～５，０００人未満

■１０，０００人以上～２００，０００人未満 ■２００，０００人以上 ※市町村数（４４）

■１便当たりの平均乗車人員について（一路線あたり）

６６．７％ １０．３％

２．６％

２０．５％

■２人以上～５人未満 ■５人以上～１０人未満

■１５人以上■１０人以上～１５人未満

■２人未満

※市町村数（３９）

（出典：国土交通省資料） 8



○ 県 市町村とも どのモ ドでも「利用者の減少 が課題

国土交通省
九州運輸局コミュニティバス・乗合タクシー・デマンド交通の課題

■交通モード別課題

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

■交通モード別課題

0 1 2 3 4 5 6 7

○ 県、市町村とも、どのモードでも「利用者の減少」が課題。

77

32

11

【鉄道】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

【鉄道】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化 11

4

185

③事業者の経営状況悪化

④その他

【路線バス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

② 連携が

③事業者の経営状況悪化

④その他

【路線バス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

7

27

2

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

④その他

【コミュニティバス・乗合タクシー・デマンド交通】

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

④その他

【コミュニティバス・乗合タクシー・デマンド交通】

77

40

7

28

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

④その他

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

④その他

21

4

10

④

【離島航路】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

④その他

【離島航路】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①利用者の減少

②他機関との連携が悪い

③事業者の経営状況悪化

※該当する交通モードのみ回答

10

2

③事業者の経営状況悪化

④その他

③事業者の経営状況悪化

④その他

9九州運輸局調べ



輸送ニーズの把握について輸送ニーズの把握について



地域最適な生活交通の確保維持に向けて

◆生活交通の確保の基本的考え方は、徹底した現場主義

○ 地元調整

（１）需要の大きさ

○ 地域のニーズの詳細把握

①既存事業者
（既存サービス、新規サービス）

②公的機関

①需要量

②需要分布

（２）需要の内容
②公的機関

③地域への理解促進

（自らの移動、公的負担のあり方・・・）

①利用者特性

（高齢者、通学・・・）

②利用者ニーズ

（通院、買い物、通学、公的施設・・・）

○ コストとサービス ○ 既存資源の有効・効率的活用

①サービスの内容（運行頻度、品質、価格）

と需要の変化

②対応コスト

①スクールバス・福祉バス等との棲み分け・分担

②地域間バスの有効活用 連携②対応コスト

（設備・運行費用、ＰＲ）
②地域間バスの有効活用・連携

国・県・市町村・住民の協働による計画的取組 ＋ 有識者アドヴァイス
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企画立案時のチェック項目のご提案
＜住民の利用意向編＞

入門編

＜住民の利用意向編＞

例）現在の利用実態と住民アンケートの結果から利用者数を○人と予測

□ 「今は利用しないが、今後利用したい」との回答を潜在需要としていないか
※需要はしばらく顕在化しない！ → 乗らない

□ 「利用したい」との回答を鵜呑みにしていないか□ 「利用したい」との回答を鵜呑みにしていないか
例：６５歳以上で１０％が利用したいと回答。尤もらしいが、蓋を空けると乗らない！大失敗。

→意思決定プロセスと需要予測が混ざってしまっている例。
需要予測は 主観 はなく 客観的なデ タを需要予測は、主観ではなく、客観的なデータを！

＜需要予測編＞
□ 需要予測が過大にな ていないか□ 需要予測が過大になっていないか

□ 無料送迎、スクールバス、バイク、原付、自転車、徒歩等、他の交通手段で満たされそ
うな目的地へのニーズを潜在需要に入れていないか

※送迎バス スクールバスがあればそれに乗車する※送迎バス、スクールバスがあればそれに乗車する。
駐車場、駐輪場があるなどバイク、原付、自転車が合理的な施設の場合は乗らない。
徒歩で済むような距離は乗らない。

免 保有者など自 車 なく き を 在 れ な□免許保有者など自動車で問題なく移動できる人を潜在需要にいれていないか

□近隣に親族がいる等、気軽に他人の車に便乗できる人を潜在需要に入れていないか
12



地域のニーズの詳細把握の代表的な手法中級編

↑コミュバス等均一運賃の場合は、利用者数で十分

↑運行経費に直結

資料）ＮＰＯタウンコンパス
井上理事長講演資料 13



• 前述のような現状調査は、政策立案における基本中の基本。
公共交通施策に対するスタンスのご提案中級編

前述のような現状調査は、政策立案における基本中の基本。

• まずは、本当に移動に困っている人がどこにどのくらいどんな時
に困っているのかを知るところからに困っているのかを知るところから。

• ただ、調査内容を分析し、施策につなげるためには、出てきた数
字を るだ 難 数字 旅客流動を時 帯字を見るだけでは難しい。数字から旅客流動を時間帯別、曜日
別や季節等の条件から把握することが必要。

• 時流に乗るのではなく、数字の意味するところを冷静に分析して、
その時々に為すべきことをするというのが一番の近道。

※近隣市町村の単なる真似は失敗の道！

※時間帯、曜日別の輸送のボリュームを客観的かつ手堅く見積
も それ 合 た最も効率的な運行計画（車両調達を含む）もって、それに合った最も効率的な運行計画（車両調達を含む）
の立案が必要！！

• そのためにも日々、地域の現実をきちんと把握し続けることが
肝要。さらに常識に疑問を持ってみることも必要。
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企画立案に当たって知っておくべき重要事項

人件費（運行部門 管理部門など） 現行ダイヤとそ 設定思想 車両繰り

上級編

・人件費（運行部門、管理部門など） ・現行ダイヤとその設定思想、車両繰り、
乗務員繰り、転回場等の施設状況

・労働時間の限度
運転時間 40時間/週（2日間の平均で9時間/日）運転時間：40時間/週（2日間の平均で9時間/日）
連続運転時間：4時間まで（30分以上の休憩が必要）
拘束時間：65時間/週
※休日出勤には別の基準あり！※休日出勤には別の基準あり！

・燃料費
軽油 約150円/ℓ 等

粗い計算を…

最大８時間/日運転で 週休２日は必須最大８時間/日運転で、週休２日は必須
一か月に１６０時間が限度

１日８時間、１台のバスを走らせるとすると．．．
運転時間１時間の人件費は？燃料費は？
点検、整備、運行管理と、、、故障した場合は？ダイヤ編成は誰が考えるのか？

・コミュニティバスの場合 運賃額は政策的に決定されるため これらの経費を運賃と賄うコミュニティバスの場合、運賃額は政策的に決定されるため、これらの経費を運賃と賄う
としたら、「何人乗って頂く必要があるか」。
・あるルート案について、住民の○○さんは乗ってくれるだろうか・・・
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【参考】
１ 参考情報

（九州運輸局ＨＰ）
○「なるほど！！公共交通の勘どころ」はこちらから
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05a.htm

１．参考情報

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05a.htm 
～別冊もできました！～
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file10a.htm

（国土交通省総合政策局公共交通政策部ＨＰ等）（国土交通省総合政策局公共交通政策部ＨＰ等）
○「地域公共交通に関する新技術・システムの導入促進に関する調査」等

（中国運輸局ＨＰ）
○地域のバス・デマンド交通等の計画・運行管理を支援○地域のバス・デマンド交通等の計画・運行管理を支援
『ＷＥＢＣｏｍＰＡＳＳ』・・・地域バス運行計画策定支援ソフト
『ＣｏｍＭＡＳＳ』・・・市町村バス運行管理支援ソフト
よくある質問 Ｑ＆Ａ

○海上交通の運航計画策定を支援
『Ｓｅａ－ＣｏｍＰＡＳＳ』・・・海上交通運航計画策定支援ソフト

２ 国による支援制度

「地域公共交通確保維持改善事業」によるサポート
・協議会による議論
生活交通ネットワ ク計画

２．国による支援制度

・生活交通ネットワーク計画
・地域間・地域内フィーダー交通支援

16



認定中心市街地活性化基本計画に見る認定中心市街地活性化基本計画に見る
公共交通機関利用に係る取組みの状況公共交通機関利用に係る取組みの状況



認定中活計画における公共交通関係の指標（H23年度末満了分）について
○ 公共交通機関利用に関する目標指標では、関係する取組みの進捗・完了状況について「概ね予定通り」。
○ 目標達成状況では ３指標が基本計画策定時よりも改善 うち ２指標が目標達成○ 目標達成状況では、３指標が基本計画策定時よりも改善。うち、２指標が目標達成

資料）内閣府「中心市街地

18

資料）内閣府「中心市街地
活性化基本計画の取組
に関する平成２３年度最
終フォローアップの概況」



認定中活計画における公共交通関係の指標について

○富山県富山市
＜目標＞ 公共交通の利便性の向上
＜指標＞ 路面電車市内線一日平均乗車人数（人／日）
基準値 10,016 目標値 13,000 最新値 11,476

○石川県金沢市
＜目標＞ にぎわいと交流が生まれる中心市街地
＜指標＞ ＪＲ金沢駅の年間定期外乗車人員（万人）
基準値 368 目標値 400 最新値 3 6基準値 368 目標値 400 最新値 356

＜目標＞ 過度に自動車に依存しない中心市街地
＜指標＞ 金沢ふら とバスの乗車人員（人）＜指標＞ 金沢ふらっとバスの乗車人員（人）
基準値 708,478 目標値 750,000 最新値 776,852

○熊本県熊本市○熊本県熊本市
＜目標＞ 誰もが気軽に訪れることができるまち
＜指標＞ 市電の年間利用者数（人／年）
基準値 9 160 000 目標値 9 280 000 最新値 10 194 381 資料）内閣府「中心市街地基準値 9,160,000 目標値 9,280,000 最新値 10,194,381
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資料）内閣府「中心市街地
活性化基本計画の取組
に関する平成２３年度最
終フォローアップの概況」



認定中活計画における公共交通関係の指標の
設定根拠とフォローアップ

【富山県富山市の例】
① 「賑わい拠点の創出」の観点の施策による集客の増加
約13,920人×15％＝約2,088人／日の増

20

② 「まちなか居住の推進」の観点の施策によるまちなか居住者の増加
約2,400人×20％＝約480人の増

資料）富山市「認定中心
市街地活性化基本計画
の最終フォローアップに
関する報告」



＜事業結果＞
① グランドプラザ整備事業① グランドプラザ整備事業

(a)想定来客2,100人（700人×3回転）の15％＝315人増
(b)来客 4,566人の15％＝685人増
② 総曲輪通り南地区第 種市街地再開発事業② 総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業

(a)増加来客数8,400人／日の15％＝1,260人増
(b)増加来客数1,000人／日×15％＝150人増
③ 「賑わい交流館」整備運営事業③ 「賑わい交流館」整備運営事業

(a)休日利用者数300人×15％＝45人増
(b)休日利用者数 94人×15％＝14人増
④ 「賑わい横丁」整備運営事業④ 「賑わい横丁」整備運営事業

(a)休日利用者数700人／日×15％＝105人増
(b)休日利用者数類型平均189人／日×15％＝28人増
⑤ 富山城址公園整備事業⑤ 富山城址公園整備事業

(a)来客者数約120人／日×15％＝18人増
(b)来客者数約145人／日×15％＝22人増

①の「賑わい拠点の創出」については、・・・事業効果が現れたが、②の「まちなか居住
の推進」については、居住人口が基準年を下回ったことから、路面電車市内線乗車人
数の増加に係る効果は得られなかったと考えられる。

資料）富山市「認定中心市街地活性化基本計画の
最終フォローアップに関する報告」
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集約型都市構造に係る集約型都市構造に係る
有識者のご指摘有識者のご指摘



まちづくりと公共交通の連携について

◆ 有識者のご指摘
「地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム in 九州 2012」より

福岡大学工学部 辰巳 浩教授

○ 地方部では一家に数台車があり それほど渋滞も深刻でなく 公共交通○ 地方部では 家に数台車があり、それほど渋滞も深刻でなく、公共交通
の利便性を向上させても需要は限られている。そもそも地方部ではモード
の選択をせず、常に自動車を使う人が多く、この中で利用促進、転換を図
るのは難しい そうした時に 「交通と土地利用」を 体的に取組む視点るのは難しい。そうした時に、・・・「交通と土地利用」を一体的に取組む視点
は、非常に重要薄く広がった需要を集めることによって公共交通の効率化
を図る。つまりは、これが集約型都市構造と言うことになる。富山市はとても
よい事例だ たよい事例だった。

○ 公共交通利用者の満足度を高めるほど集約化を遅らせる場合もあり、さ
じ加減が難しい。最近はデマンドタクシーに取組む自治体もあり、とても便
利になっているところもある。十分に満足して移ってこないという事もある。
集約型ということを行うのであれば、そのあたりも含めた考え方の統一も求集約型 う を行う あれ 、そ あ りも含 考 方 統 も求
められるかと思う。また、集約した部分をどうするかだけではなく、集約化さ
れて残された部分をどうするかということも併せて議論していく必要がある。
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地域公共交通確保維持改善事業等地域公共交通確保維持改善事業等
国の支援制度について国の支援制度について



共通乗車船券制度について

◎ 共通乗車船券とは、二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で
発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各
運送事業者の運送サ ビスの提供を受けることができるものをいう運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。

◎ 具体的には、1枚の切符で特定の域内の公共交通機関が乗り降り自由となる、いわゆ
る周遊切符などを想定している。

〔今 特例 る場合〕〔通常の場合〕

○○域内フリー切符
（鉄道、バス、旅客船共通）

○○域内フリー切符
（鉄道、バス、旅客船共通）

〔今回の特例による場合〕

鉄
道
事
業
法

に
よ
る
届
出

道
路
運
送
法

に
よ
る
届
出

海
上
運
送
法

に
よ
る
届
出

今
回
特
例
に

よ
る
届
出

運輸局
鉄道部

運輸局
自動車交通部

運輸局
海事振興部

運輸局
企画観光部

今回の特例により、
✓関係法令に基づく届出を行ったこととみなされることによる運送事業者の事務負担の軽減
✓窓口の一元化・ワンストップサービスによる手続の迅速化
✓共通乗車船券の発行に関するアナウンスメント効果
などの効果が期待できる。
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共通乗車船券のイメージ

◆ ＪＲ○○本線、□□鉄道○○線、○○電気軌道市内線（路面電車）、□□バス、
ＡＡ汽船の共通乗車船券
◆ 一定エリア内については乗降自由 など◆ 一定エリア内については乗降自由 など

Ａ港

□□バス

Ｂ
Ｃ

□□鉄道○○線全線
□□バス

都心フリーエリア

Ａ

西ＡＢ A宮前

ＡＡ汽船水上バス
大手門～役場桟橋間

博物

ＪＲ○○本線
Ｂ～Ｃ駅間

A駅前
大手門～役場桟橋間

大手
門

役場桟橋

・認定中心市街地の区域
・低炭素まちづくり計画の区域

南Ａ

博物
館動
物園

○○電気軌道市内線全線

門

低炭素まちづくり計画の区域 ○○電気軌道市内線全線
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『『地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業』』
～生活交通サバイバル戦略～～生活交通サバイバル戦略～

２５年度予算額２５年度予算額 ３３３億円３３３億円

地域公共交通確保維持事業

存続が ズ 踏 適 あ

２５年度予算額２５年度予算額 ３３３億円３３３億円

・ 存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段である
バス交通、デマンド交通、離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域
の交通に関する計画等に基づき実施される取組みを支援

○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援
： 地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク、離島航路・離島航空路の確保・維持 等

○市町村を主体とした協議会の取組みを支援
： 幹線バス交通等幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等の確保・維持 等

○東日本大震災被災地域における幹線バス交通ネットワーク等の確保・維持の取組について 特例措置によ

地域公共交通バリア解消促進等事業

・ バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援

○東日本大震災被災地域における幹線バス交通ネットワ ク等の確保 維持の取組について、特例措置によ
り支援(注)

・ 地域鉄道の安全性向上に資する設備整備等を支援

・ バリアフリー化されたまちづくりの一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ、ＩＣカードの導入等公共交通の利用環境改善
を支援

地域公共交通調査等事業地域公共交通調査等事業

・ 地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査の支援
・ 地域ぐるみの利用促進に資する取組みを支援
・ 東日本大震災被災地域における地域内の生活交通の確保・維持のあり方について、特例措置により支援（注）

（注）東日本大震災の被災地域におけるバス交通等生活交通の確保・維持のため、復旧・復興対策に係る経費とし
て、復興庁に計上される２７億円を含む。
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陸上交通の確保維持事業陸上交通の確保維持事業陸上交通の確保維持事業陸上交通の確保維持事業

地域特性や実情に応じた地域最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間生活交通
のネットワ クと当該ネットワ クのフィ ダ として高齢者等の生活を支える地域内の 定の生活交

○地域間幹線系統

のネットワークと当該ネットワークのフィーダーとして高齢者等の生活を支える地域内の一定の生活交
通等の運行について一体的に支援する。

主な補助要件(*補助要件については、適宜適切に見直しを行

・ 地域間幹線バス系統のうち、一定の要件を満
たし、赤字が見込まれる系統であって、生活
交通ネットワーク計画（※１）に位置付けられた
ものについて、国が事前算定による予測収支

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（都道府県単位）
従前の地バス補助の要件緩和

（距離要件（１０ｋｍ要件）の廃止、複数市町村の
判定時点を平成13年3月31日に緩和）

う。）

○地域内フィーダー系統

ものに て、国が事前算定による予測収支
差の１／２を補助

判定時点を平成13年3月31日に緩和）
・ 事前内定方式（※２）への変更

主な補助要件(*補助要件については、適宜適切に見直しを行

※補助対象事業者：一般乗合旅客自動車運送事業者

・ 地域間幹線バス系統等と密接な地域内の

・ 補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統な
ど過疎地域をはじめとする交通不便地域の移動確
保を目的とするもの

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（市町村単位）

う。）

地域間幹線バス系統等と密接な地域内の
フィーダー路線のうち、過疎地域等の移動の
確保に資するなど一定の要件を満たし、赤字
が見込まれる系統であって、生活交通ネット
ワーク計画（※１）に位置付けられたものについ

・ 生活交通ネットワ ク計画に記載（市町村単位）
・ バス停共有等により幹線交通と接続しているもの

・ 新たに運行を開始、又は新規に地方公共団体が
支援を開始する系統

補助 上限
ワ ク計画（※１）に位置付けられたものについ
て、国が事前算定による予測収支差の１／２
を補助 ・ 地域内生活交通への補助総額は、地域間生活交

通への補助総額の５０％以内

・ 各市町村ごとの補助額は、上記総額の範囲内で、

補助の上限

※補助対象事業者：一般乗合旅客自動車運送事業者
自家用有償旅客運送者

（※１）生活交通ネットワーク計画 ：地域の協議会の議論を経て策定される補助対象ネットワーク交通等に関する計画
（※２）事前内定方式 ：国は事業開始前に事業内容の妥当性（標準的な経費等）を確認して補助額をあらかじめ内定

市町村ごとの状況に応じて設定される想定上限額
の範囲内で実費を補助

自家用有償旅客運送者
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補助対象となるバス交通ネットワークのイメージ補助対象となるバス交通ネットワークのイメージ

補助対象となるバス交通のイメージ

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

地域内 バ 交通 デ ド交通等

バス停

過疎地域等

地域をまたがる幹線交通ネットワーク
黒字バス系統・鉄軌道等（補助対象外）

駅 駅

交通不便地域
地域内のバス交通・デマンド交通等

地域内交通（補助対象）

交通不便地域

・複数市町村にまたがる系統であること。（平成１３年３月３１日時点で判定）

１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの

地域をまたがる幹線バス交通ネットワークに対する補助の主な要件 １，７４４系統（H24.3末現在） （24年度予算分）

地域の実状に応じて運輸局長指定
高低差 大き 郊

Point

地域内のバス交通 デマンド交通等に対する補助の主な要件

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。

・輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること。

・経常赤字が見込まれること。 等

９４０系統（H24 3末現在） （24年度予算分）

・高低差の大きい郊外団地
・川により分断されている地域
・サービスレベルが極めて低い 等

・「補助対象となる幹線バス交通ネットワークに係る地域内交通」または「補助対象外となる幹線交通ネットワークに係る地域内交通」

： 補助対象となる幹線バス交通ネットワークを補完するものであること、または、過疎地域など交通不便地域の移動確保を

目的とするものであること。

地域内のバス交通・デマンド交通等に対する補助の主な要件 ９４０系統（H24.3末現在） （24年度予算分）

目的とするものであること。

・幹線アクセス性 ： 幹線バス交通ネットワーク等へのアクセス機能を有するものであること。

・サービス充実性 ： 新たに運行、または、公的支援を受けるものであること。

・経常赤字が見込まれること。 等 29



地域内フィーダー系統における補助額算定の考え方
（定路線）（定路線）

事前算定による予測収支差の１／２• 事前算定による予測収支差の１／２
• 予測収支差：経常費用見込額－経常収入見予測収支差 経常費用見込額 経常収入見
込額

• 経常収入見込額：系統の実車走行キロ当た• 経常収入見込額：系統の実車走行キロ当た
りの経常収益の見込額×系統の計画実車走
行キロ行キロ

• 経常費用見込額：事業者の実車走行キロ当
たりの見込額 標準単価×系統の計画実車たりの見込額or標準単価×系統の計画実車
走行キロ
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地域内フィーダー系統における補助額算定の考え方
（区域）（区域）

事前算定による予測収支差の１／２• 事前算定による予測収支差の１／２
• 予測収支差：経常費用見込額－経常収入見予測収支差 経常費用見込額 経常収入見
込額

• 経常収入見込額：１両の１時間当たりの経常• 経常収入見込額：１両の１時間当たりの経常
収益の見込額×事業者の計画サービス提供
時間時間

• 経常費用見込額：事業者の時間当たり経常
費用の見込額 標準単価×事業者の計画費用の見込額or標準単価×事業者の計画
サービス提供時間
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地域公共交通バリア解消促進等事業

地域公共交通バリア解消促進等事業の概要地域公共交通バリア解消促進等事業の概要

・ 個別のモードごとの支援から公共交通のバリアフリー化等を一体的に支援する制度

バリアフリー化 利用環境の改善

○バリアフリー化設備等整備事業 （補助率：１/３ 等）

・鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客
ターミナルのバリアフリー化、待合・乗継設備整備
（段差の解消、転落防止設備の整備、誘導ブロックの整備、

○利用環境改善促進等事業 （補助率：１/３ 等）

・ＬＲＴシステム、ＢＲＴシステムの整備

・ＩＣカードシステムの導入（その他ＩＴシステム等の高度化）
障害者対応型便所の設置 等）

・ノンステップバス、リフト付きバスの導入

・福祉タクシーの導入 等

・鉄軌道駅の生活支援機能施設の整備
（子育て支援施設、医療施設） 等

地域鉄道の安全性の向上

エレベーター ノンステップバス 福祉タクシー
ＩＣカードシステム連節ノンステップバス低床式車両

○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 （補助率：１/３ ）
安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う
安全性の向上に資する以下の設備整備等に支援を行う。

・レール マクラギ 落石等防止設備 ＡＴＳ 列車無線設備 防風設備

レール

ＡＴＳ

車両
・レール、マクラギ、落石等防止設備、ＡＴＳ、列車無線設備、防風設備、

橋りょう、トンネル、車両 等
落石等防止設備
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地域公共交通調査事業の概要

地域の公共交通の確保維持改善にかかる計画の策定調査等
（生活交通ネットワ ク計画に限られるものではなく 地域公共交通総合連携計画その他の計画（以下 「連携計画等」という ）を活用して

補助対象

（生活交通ネットワーク計画に限られるものではなく、地域公共交通総合連携計画その他の計画（以下、「連携計画等」という。）を活用して
生活交通ネットワーク計画を作成する場合であれば、連携計画等の策定のための調査についても補助の対象となる。）

補助対象者

上記の計画の策定を設置目的の一つとする多様な地域の関係者により構成される協議会

（補助要綱第２条第１号に規定する協議会のほか、地域公共交通活性化・再生法に定める法定協議会、
離島航路協議会等 既存の協議会を含む。 ）

補助対象者

離島航路協議会等、既存の協議会を含む。 ）

補助対象経費

計画の策定に必要な経費

（協議会開催等の事務費、地域のデータの収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、
専門家の招聘費用、モビリティマネジメントの実施等地域住民への啓発事業の費用、短期間の
実証調査のための費用等 ）実証調査のための費用等。）

補助率

定額（２０００万円以下）
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平成２５年度予算における地域公共交通確保維持改善事業の変更(拡充)点平成２５年度予算における地域公共交通確保維持改善事業の変更(拡充)点

平成２５年度予算概算決定では、以下の通り支援の拡充措置が盛り込まれた。

○地域協働推進事業費補助金の創設【新規】

地域協働による持続可能な生活交通の確保・維持に対する支援

○地域協働推進事業費補助金の創設【新規】
地域の関係者の協働・連携による利用促進に資する取組み（利用促進、公共交通サービスの情報提供、
地域ワークショップの開催等）に要する費用を支援
（補助率１／２ 補助対象期間：２年間 事業期間：３年間以上）

○鉄道事業再構築事業に対する支援【拡充】
公有民営方式等の地域鉄道の安全設備整備等への支援を拡充
(一定要件の下に補助率を１/３から１/２にかさ上げ)( 定要件の下に補助率を１/３から１/２にかさ上げ)

○幹線バス交通に対する支援【拡充】
地域協働推進事業の実施を前提に、幹線系統において補助要件の緩和等を行う

東日本大震災の被災地域に対する支援

○被災地域における地域内の生活交通の確保・維持の取組みに対する支援【拡充】○被災地域における地域内の生活交通の確保 維持の取組みに対する支援【拡充】
被災地域における地域内のバス交通、乗り合いタクシー等の確保・維持に対する支援に関し、すべての
実証運行を有償により行う場合に限り、補助上限額を3,500万円から4,500万円に引き上げ
（無償による実証運行を含む場合は、3,500万円）

（参考）離島航路に対する支援
上記のほか、改正離島振興法の趣旨を踏まえ、離島航路補助対象航路のうち運航便数が１日１便未満のものの利便性を改善する取組を
促進するため、当該航路の増便に要する費用について増便後３年間重点的に支援。 34



地域協働推進事業費補助金の創設について地域協働推進事業費補助金の創設について

位置づけ
持続可能な地域公共交通体系を構築するためには、地域の関係者が協働・連携しながら確保・維持に向けた取組みを
推進する必要。

→ 特に、地域ぐるみによる利用促進が必要かつ効果的であることから、これに係る取組み及び公共交通サービスの
情報提供等に要する経費等について、一定の要件の下、国が補助できることとする。情報提供 要 経費 、 要件 、 補 。

地域公共交通調査事業費補助金と並立して地域協働推進事業費補助金を創設する。
（両補助金を「地域公共交通調査等事業」と総称）

地域協働推進事業
地域ぐるみ（行政、事業者、住民、地元商店街等）による利用促進、公共交通サービスの情報提供等、地域公共交通の
確保・維持に向けた取組みの継続的実施

地域協働推進事業

地域協働推進事業費補助金の概要

◇補助要件・・・・・・・・・・① 事業の実施に関する事項を記載した計画（地域協働推進事業計画）が、以下の認定基準により、国から
認定を受けていること。

【認定基準】 （１） 法定の連携計画における位置づけ （２） 継続的かつ計画的な取組みの実施（３ヵ年以上）
（３） 地域の連携協働体制の確立（役割分担の明確化） （４）効果目標の設定

地域協働推進事業費補助金の概要

② 補助を受けようとする法定協議会の市町村の区域内において、以下のいずれかの事業が実施されている
（予定も含む）こと
・確保維持事業（地域間幹線、地域内フィーダー、補助対象離島航路、離島航空路）
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（地域鉄道）

◇補助対象経費・・・・・・モビリティマネジメント（ＭＭ）（注）の実施、地域ワークショップ、地元検討会等の開催、公共交通マップ、
総合時刻表等の作成、公共交通・乗継情報等の提供、
割引運賃設定、企画切符発行等 に要する経費

◇補助率・・・・・・・・・・・・１／２ ◇実施期間・・・最大２年間
◇補助対象事業者・・・・法定協議会

（注）モビリティマネジメント・・・過度に自動車に頼る状態から公共交通などを「かしこく」使う方向へと
転換することを促す取組み（広報や情報提供による啓発活動等） ＜総合時刻表＞＜地域ワークショップ＞ 35



当別町地域公共交通活性化協議会 （北海道当別町）

平成２１年度地域公共交通活性化・再生優良団体大臣表彰受賞

総合事業 確保維持改善事業

当別町においては、町営路線バス・福祉バス、病院送迎バス及び地域限定の住民送迎バスを一元化し、路線・経費を
一つにまとめてみんなが利用できるコミュニティバスを平成18年度から運行している。
自動車から公共交通 の転換を図るほか 住民に根付いた ミ ニテ バスを維持し 子供 高齢者の移動手段を確

概 要 様々なバス交通を再編して官民協働のコミュニティバスを運行！

自動車から公共交通への転換を図るほか、住民に根付いたコミュニティバスを維持し、子供・高齢者の移動手段を確
保することで、住民の住環境の向上、高齢者の行動範囲拡大を図っている。

今までの取組 系統路線図（イメージ図）

・同じような時間帯に同じような経路を走っていた町営の路線
バス・福祉バス、病院の送迎バス及び地域限定の住民送迎
バスを一元化し、路線・経費を一つにまとめてみんなが利用
できるコミュニティバスとして平成18年度から運行開始
・平成23年度からは、地域間交通ネットワークである「あいの
里線」（バス）と「JR学園都市線」（鉄道）に接続する形で、地
域内フィーダー路線を３系統設定。

・電車とバスの駅での乗り継ぎに配慮するとともに、バス同士
の時間的・運賃面の乗継利便性を図ることで、通院・通学・
買物等のための町内の交通手段として地域間ネットワーク
を補完。

・「金沢線」においては、医療大学で乗降する学生・患者に無
料チケットを配布しているほか、あいの里線への乗り継ぎが
スムーズになるようダイヤを工夫し、同一車両による運行を
実施。

・山間部路線の「みどり野線青山線」についても、バスだけで
札幌市まで行けるよう、あいの里線への乗り継ぎ時間が短く
なるようダイヤを設定。

・円滑な乗降が可能になるよう、全路線が乗り放題となる定
期券的な「応援券」や１日乗車券を発行。 36
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